
日
本
野
球
規
則
委
員
会 

二
〇
〇
九
年
度 

野
球
規
則
改
正 

 

（
１
）
一
・
〇
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
挿
入
） 

 

野
球
は
、
囲
い
の
あ
る
競
技
場
で
、
監
督
が
指
揮
す
る
九
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
成
る
二
つ
の

チ
ー
ム
の
間
で
、
一
人
な
い
し
数
人
の
審
判
員
の
権
限
の
も
と
に
、
本
規
則
に
従
っ
て
行
な
わ
れ

る
競
技
で
あ
る
。 

 

（
２
）
二
・
四
六

L
E
AG
UE 

PR
ES
ID
EN
T[

リ
ー
グ
プ
レ
ジ
デ
ン
ト]

（
リ
ー
グ
会
長
）
に
次
の
【
注
】
を
追

加
す
る
。 

 
 
 

【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
本
規
則
の
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し

た
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。 

 

（
３
）
四
・
〇
五
【
原
注
】
三
行
目
に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。 

 

こ
こ
数
年
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ー
チ
が
片
足
を
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
外
に
出
し
た
り
、
ラ
イ
ン
を

ま
た
い
で
立
っ
た
り
、
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
ラ
イ
ン
の
外
側
に
僅
か
に
出
て
い
る
こ
と
は
、
あ

り
ふ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
コ
ー
チ
は
、
打
球
が
自
分
を
通
過
す
る
ま
で
、
コ
ー
チ
ス
ボ

ッ
ク
ス
を
出
て
本
塁
寄
り
お
よ
び
フ
ェ
ア
地
域
寄
り
に
立
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相

手
チ
ー
ム
の
監
督
が
異
議
を
申
し
出
な
い
限
り
・
・
・
・
・
・
・ 

 

（
４
） 

六
・
〇
五
（
ｈ
）
【
原
注
】
七
行
目
に
傍
線
部
を
挿
入
す
る
。 

 

打
撃
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
、
偶
然
、
打
球
が
フ
ェ
ア
地
域
で
当
た
る
か
、
ま
た
は
送
球
が
・
・
・
・ 

 

（
５
） 

七
・
〇
三
本
文
を(

ａ)

と
し
て
末
尾
に
「 

た
だ
し(

ｂ)

項
適
用
の
場
合
を
除
く
。
」
を
挿
入
し
、

新
た
に
次
の
（
ｂ
）
を
追
加
す
る
。 

  

七
・
〇
三
（
ｂ
）
打
者
が
走
者
と
な
っ
た
た
め
に
進
塁
の
義
務
が
生
じ
、
二
人
の
走
者
が
後
位
の

走
者
が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
塁
を
占
有
す
る
権
利
は
後
位
の
走
者
に
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
前
位
の
走
者
は
触
球
さ
れ
る
か
、
野
手
が
ボ
ー
ル
を
保
持
し
て
そ
の
走
者

が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
れ
ば
ア
ウ
ト
に
な
る
。 

 

（
６
） 

七
・
〇
五
（
ｅ
）
【
注
】
を
【
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
注
】
と
し
て
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

【
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
注
】
野
手
に
よ
り
、
本
項
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
走
者
の
進
塁
の
起
点
は
、
野
手
が
投



げ
た
グ
ラ
ブ
、
本
来
の
位
置
か
ら
離
し
た
帽
子
、
マ
ス
ク
そ
の
他
が
打
球
ま
た
は
送
球
に
触
れ
た
瞬
間

と
す
る 

 

（
７
）
七
・
〇
七
【
注
三
】
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

七
・
〇
七
【
注
三
】
本
条
は
、
投
手
の
投
球
が
正
規
、
不
正
規
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。 

 

（
８
）
七
・
〇
九(

ｅ)

に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。 

  
 

ア
ウ
ト
に
な
っ
た
ば
か
り
の
打
者
ま
た
は
走
者
、
あ
る
い
は
得
点
し
た
ば
か
り
の
走
者
が
、
味
方
の
走

者
に
対
す
る
野
手
の
次
の
行
動
を
阻
止
す
る
か
、
・
・
・
・ 

 

（
９
）
八
・
〇
五
ペ
ナ
ル
テ
ィ
【
注
一
】
末
尾
、
次
の
文
を
削
除
す
る
。 

 

な
お
、
〝
そ
の
他
〟
に
は
捕
手
ま
た
は
そ
の
他
の
野
手
の
打
撃
妨
害
を
含
ま
な
い
。 

 

 

（
⒑
）
一
〇
・
〇
一(

ａ)

に
次
の
【
注
】
を
追
加
す
る
。 

 【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し
た
者
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
。 

 

（
⒒
）
一
〇
・
二
〇
【
注
】
を
削
除
す
る
。 

 

（
⒓
）
一
〇
・
二
二
（
ａ
）
～
（
ｃ
）
の
各
【
注
】
を
削
除
し
、
次
の
【
一
〇
・
二
二
注
】
を
追
加
す
る
。 

 

【
一
〇
・
二
二
注
】 

我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
〝
組
ま
れ
て
い
る
試
合
総
数
〟
を
〝
行
な
っ
た
試

合
数
″
に
置
き
か
え
て
適
用
す
る
。
数
の
算
出
に
あ
た
り
、
端
数
は
本
条(

a)
(

b)

各
〔
原
注
〕
に

準
ず
る
。 

 

（
⒔
）
巻
頭
６
ペ
ー
ジ
、
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
イ
ラ
ス
ト
を
変
更
す
る
。 

 

 
 
 

二
〇
〇
九
年
一
月
二
十
九
日 

  

以 

上     



日
本
野
球
規
則
委
員
会 

二
〇
〇
九
年
度 

野
球
規
則
改
正
説
明 

 

（
１
）
一
・
〇
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
挿
入
） 

野
球
は
、
囲
い
の
あ
る
競
技
場
で
、
監
督
が
指
揮
す
る
九
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
成
る
二
つ
の

チ
ー
ム
の
間
で
、
一
人
な
い
し
数
人
の
審
判
員
の
権
限
の
も
と
に
、
本
規
則
に
従
っ
て
行
な
わ
れ

る
競
技
で
あ
る
。 

説
明 

審
判
員
の
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
原
本
傍
線
部[

und
er
 j
ur
is
di
ct
io
n of

 o
ne

 

o
r 
mo
re
 u
mpi

re
s]

を
挿
入
し
た
。 

（
２
）
二
・
四
六

L
E
AG
UE 

PR
ES
ID
EN
T[

リ
ー
グ
プ
レ
ジ
デ
ン
ト]

（
リ
ー
グ
会
長
）
に
次
の
【
注
】
を
追

加
す
る
。 

 
 

【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
本
規
則
の
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し

た
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。 

説
明 

我
が
国
プ
ロ
野
球
の
組
織
の
変
更
に
よ
っ
て
両
リ
ー
グ
会
長
不
在
と
な
っ
た
た
め
本
条
文

を
追
加
し
た
。 

（
３
）
四
・
〇
五
【
原
注
】
三
行
目
に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。 

こ
こ
数
年
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ー
チ
が
片
足
を
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
外
に
出
し
た
り
、
ラ
イ
ン
を

ま
た
い
で
立
っ
た
り
、
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
ラ
イ
ン
の
外
側
に
僅
か
に
出
て
い
る
こ
と
は
、
あ

り
ふ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
コ
ー
チ
は
、
打
球
が
自
分
を
通
過
す
る
ま
で
、
コ
ー
チ
ス
ボ

ッ
ク
ス
を
出
て
本
塁
寄
り
お
よ
び
フ
ェ
ア
地
域
寄
り
に
立
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相

手
チ
ー
ム
の
監
督
が
異
議
を
申
し
出
な
い
限
り
・
・
・
・
・
・
・ 

説
明 

ベ
ー
ス
コ
ー
チ
が
打
球
に
当
た
る
危
険
を
防
止
す
る
目
的
か
ら
条
文
に
挿
入
し
た
。 

（
４
）
六
・
〇
五
（
ｈ
）
【
原
注
】
七
行
目
に
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。 

】
打
撃
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
、
偶
然
、
打
球
が
フ
ェ
ア
地
域
で
当
た
る
か
、
ま
た
は
送
球
が
・
・
・
・
・ 

説
明 

打
撃
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
打
球
が
フ
ェ
ア
地
域
で
当
た
っ
た
場
合
が
明
示
し
て
な
か
っ
た

た
め
加
え
ら
れ
た
。 

（
５
）
七
・
〇
三
本
文
を(

ａ)

と
し
て
末
尾
に
「 

た
だ
し(

ｂ)

項
適
用
の
場
合
を
除
く
。
」
を
挿
入
し
、
新 

 
 

た
に
次
の
（
ｂ
）
を
追
加
す
る
。 

 

七
・
〇
三
（
ｂ
）
打
者
が
走
者
と
な
っ
た
た
め
に
進
塁
の
義
務
が
生
じ
、
二
人
の
走
者
が
後
位
の

走
者
が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
塁
を
占
有
す
る
権
利
は
後
位
の
走
者
に
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
前
位
の
走
者
は
触
球
さ
れ
る
か
、
野
手
が
ボ
ー
ル
を
保
持
し
て
そ
の
走
者

が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
れ
ば
ア
ウ
ト
に
な
る
。 

説
明 

同
一
塁
に
二
走
者
が
触
れ
て
い
る
場
合
、
通
常
後
位
の
走
者
が
触
球
さ
れ
れ
ば
ア
ウ
ト
と
な

る
が
、
後
位
の
走
者
が
フ
ォ
ー
ス
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
塁
に
二
走
者
が
触
れ
て
い
る
場
合
は
、

前
位
の
走
者
が
ア
ウ
ト
と
な
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。 

（
６
）
七
・
〇
五
（
ｅ
）
【
注
】
を
【
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
注
】
と
し
て
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

【
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
注
】
野
手
に
よ
り
、
本
項
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
走
者
の
進
塁
の
起
点
は
、
野
手
が



投
げ
た
グ
ラ
ブ
、
本
来
の
位
置
か
ら
離
し
た
帽
子
、
マ
ス
ク
そ
の
他
が
打
球
ま
た
は
送
球
に
触
れ
た

瞬
間
と
す
る 

説
明 
守
備
者
が
七
・
〇
五
（
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
）
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
き
走
者
の
進
塁

基
準
を
定
め
る
説
明
で
あ
る
。 

投
球
の
際
に
関
し
て
は
七
・
〇
五(

ｊ)

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
７
）
七
・
〇
七
【
注
三
】
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

七
・
〇
七
【
注
三
】
本
条
は
、
投
手
の
投
球
が
正
規
、
不
正
規
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。 

説
明 

七
・
〇
七
「
三
塁
走
者
が
、
ス
ク
イ
ズ
ま
た
は
盗
塁
に
よ
っ
て
得
点
し
よ
う
と
試
み
た
場

合
、
捕
手
ま
た
は
そ
の
他
の
野
手
が
ボ
ー
ル
を
持
た
な
い
で
、
本
塁
の
上
ま
た
は
前
方
に
出
る
か
、

あ
る
い
は
打
者
の
バ
ッ
ト
に
触
れ
た
と
き
に
は
、
投
手
に
ボ
ー
ク
を
課
し
て
、
打
者
は
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ア
に
よ
っ
て
一
塁
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
は
ボ
ー
ル
デ
ッ
ド
と
な
る
。
」 

二
〇
〇
八
年
ま
で
七
・
〇
七
【
注
三
】
に
記
載
さ
れ
て
い
た
投
手
が
不
正
規
投
球
を
し
た
際
の
規

則
適
用
の
特
例
を
改
め
、
す
べ
て
同
じ
扱
い
を
す
る
も
の
と
し
、
走
者
の
み
な
ら
ず
打
者
も
打
撃

妨
害
に
よ
り
一
塁
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
七
・
〇
七
に
関
す
る
適
用
を
一
本
化
し
た 

（
８
）
七
・
〇
九(

ｅ)

に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。 

 
 

ア
ウ
ト
に
な
っ
た
ば
か
り
の
打
者
ま
た
は
走
者
、
あ
る
い
は
得
点
し
た
ば
か
り
の
走
者
が
、
味
方
の
走

者
に
対
す
る
野
手
の
次
の
行
動
を
阻
止
す
る
か
、
・
・
・
・ 

説
明 

傍
線
部
の
文
が
追
加
さ
れ
た
。 

（
９
）
八
・
〇
五
ペ
ナ
ル
テ
ィ
【
注
一
】
末
尾
、
次
の
文
を
削
除
す
る
。 

な
お
、
〝
そ
の
他
〟
に
は
捕
手
ま
た
は
そ
の
他
の
野
手
の
打
撃
妨
害
を
含
ま
な
い
。 

説
明 

七
・
〇
七
【
注
三
】
の
改
正
に
よ
り
八
・
〇
五
ペ
ナ
ル
テ
ィ
【
注
一
】
末
尾
の
文
を
抹
消

し
た
。 

（
⒑
）
一
〇
・
〇
一(

ａ)

に
次
の
【
注
】
を
追
加
す
る
。 

【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し
た
者
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
。 

（
⒒
）
一
〇
・
二
〇
【
注
】
を
削
除
す
る
。 

（
⒓
）
一
〇
・
二
二
（
ａ
）
～
（
ｃ
）
の
各
【
注
】
を
削
除
し
、
次
の
【
一
〇
・
二
二
注
】
を
追
加
す
る
。 

【
一
〇
・
二
二
注
】 

我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
〝
組
ま
れ
て
い
る
試
合
総
数
〟
を
〝
行
な
っ
た
試

合
数
″
に
置
き
か
え
て
適
用
す
る
。
数
の
算
出
に
あ
た
り
、
端
数
は
本
条(

a)
(

b)

各
〔
原
注
〕
に

準
ず
る
。 

（
⒔
）
巻
頭
６
ペ
ー
ジ
、
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
イ
ラ
ス
ト
を
変
更
す
る
。 

説
明 

ア
マ
チ
ュ
ア
野
球
で
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
を
規
則
書
通
り
に
適
用
す
る
こ
と
か
ら
イ
ラ
ス

ト
を
打
者
が
打
撃
姿
勢
に
入
っ
た
と
き
の
形
に
変
更
す
る
。 

 

二
〇
〇
九
年
一
月
二
十
九
日 

 

以 

上 


